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「１人１台学習者用パソコン」の家庭での活用について 

 

 保護者の皆様におかれましては、日頃から本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、

心から感謝申し上げます。 

 さて、長崎市においては令和 3 年 4 月に 1 人１台学習用パソコンの学習環境が整い、

本校においても、調べ活動や表現活動等、効果的にパソコンを活用して楽しそうに学ぶ姿

を多くみるようになりました。 

本校では、昨年度お試しとして２回の端末の持ち帰りを行い、ご家庭の Wi-Fi 環境の調

査や持ち帰りに関する問題点などを確認してまいりました。そこで本年度から、本格的な

１人１台学習者用パソコンの持ち帰りの運用を始めたいと考えております。 

 つきましては、まず、５・６年生から下記の通り持ち帰りを実施いたします。28日には

校長が講師となり、家庭での利用の仕方について子どもたちと「使用のルールや約束など」

について確認を指導しております。各家庭におかれましてもパソコン使用のルールや健康

に関する声掛けなど、何かとお手数をおかけすることになると存じますが、ご理解・ご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。 

記 

 

１ 開始予定   令和４年４月２８日（ただし 4年生以下の学年は未定） 

 

２ 主な目的 
 
 ○ 学校と家庭が一緒になって、予測困難な時代を生きる子ども 

たちにとって必要不可欠となる「問題発見・解決能力」や「情報活

用能力」を育成する。 

○ パソコンを学びの道具として日常的に活用する中で、社会の中

での自身のあり方を考え、規律を守りながら主体的に学びを調整できる子どもを育

成する。 

 ○ 個人の学習状況に応じた家庭学習の充実を図る手段とするとともに、学校の授業

と家庭学習のよりよい接続を研究し、学校及び家庭での学びの質を高める。 

○ 感染症拡大や自然災害等の不測の事態を想定し、学びの保障を図るための備えと

する。 

 

３ 当面の家庭での活用の内容 

1日 30分まで eライブラリ（クラウド型ドリル）や調べ学習などに取り組む 

※裏面に続く 



４ 主な留意点 
 

 ○ パソコンにはフィルタリングを設定しています。有害なサイトをブロックしたり、

夜１１時から朝５時まではインターネット機能を使えないようにしたりしていま

す。本校では、夜 9時以降（就寝時刻の 1時間前）には操作しないように子どもた

ちに指導しています。お子様の使用にあたり、気がかりなことがございましたら、

学校までご報告ください。 

○ 画面との距離を３０ｃｍ以上離す。３０分に１回は２０秒以上画面から目を離し

たり、体を動かしたりするなど、健康に留意して使用するようご助言願います。 

 ○ パソコンを乱雑に扱ったり、落としたり、水にぬらして壊したりすることがない

ようにご助言願います。また、本人以外が使用することがないようにご留意願いま

す。 

 〇 充電ケーブルは学校からは持ち帰りません。ご自宅に「タイプ C」の充電ケーブ

ル（スマートフォンやゲーム機充電ケーブル）がございましたら、代用してくださ

い。ご自宅にない場合は、無理に購入されなくても結構です。充電がなくなったら、

作業は途中でもそのまま学校に持たせてください。 

 

※ 詳細は、別添の「ながさき版クロームブック活用ルールブック」及びデジタルブ

ック「未来への学びの扉ＧＩＧＡスクール」をご参照ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

デジタルブック「未来への学びの扉ＧＩＧＡスクール」（ながさきＩＣＴ推進協議会編集） 

 家庭での使用の注意や学習者用パソコンに関する Q＆A のほか、家庭での Wi－Fi へ

の接続方法、長崎市教育長のメッセージなどを掲載したデジタルブックです。スマート

フォンやタブレットパソコンを使って、QRコードからご覧いただけます。 

 また、本校ホームページにも掲載しています。（お子様の学習者用パソコンのデスク

トップにも配信しています。） 


